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民法改正・ハーグ了承記念特大号 

 ハーグ条約への加盟と関連法案の整備の方針と骨子が閣議了解され、政府はいよいよ国際離婚の場合

に引き起こされる、子の引き離し問題を改善する立場を明らかにしました。また、国内においても民法

が改定され、離婚後の親子の面会と交流の必要性が、法律に明記されることになりました。         

 親子ネットの発足から来月で3年を迎えるこの時期に、日本政府が、歴史的に大きな一歩を踏み出した

ことを、私たちは、これまでの長きにわたる当事者団体の地道な努力の成果として、積極的に受けとめ

なければなりません。                                     

 民法改定やハーグ条約加盟を巡る国会の審議では、今までになく多くの議員たちがこの問題に関して

積極的な質疑を展開し、江田五月大臣からも、いくつもの前向きな答弁を引き出すことに成功していま

す。 

 このような動きを予見したかのように、3月14日、神戸家裁伊丹支部では、米国在住の父親に対する子

どもとの国外面会を義務づける審判が命じられていました。浅見宣義裁判官は、「子供が日本になじん

でいる」として男性側の親権を認める訴えを退け、親権を元妻に移すよう命令しましたが、その一方で

「父親の生活や文化にも触れた方が子供の可能性を広げる」として、2017年まで毎年、男性と子どもを

日本で約2週間、米国で約30日間面会させるよう命じ、ウェブカメラで週1時間、電話で週30分間の交流

も義務づけました。                                       

 日米で合計6週間の面会と、ウェブカメラや電話での交流という内容は、親権が監護親の単独親権であ

り、なおかつ親と子の居所が日米に別れていることを考えると、日本国内で命じられた審判としては画

期的と言って良いものです。確かに、隔週2泊3日、長期休暇の際には長期の宿泊を伴う面会という、国

際標準並みの面会交流を求める私たちの立場からみれば、子どもにとっての面会交流がこれで十分であ

るかどうかは、慎重な吟味が必要な面もあるでしょう。しかし、隔週2時間だけの面会交流や、長期休暇

に年3回日帰りの面会交流、といった審判を受け、それでも弁護士に「成功」報酬を支払わなければなら

ないような状況に苦しんできた私たち日本の当事者の置かれた現状から見れば、羨ましいような内容の

面会交流が、義務づけられています。         

 私たちの要求を実現するための特別法の制定こそ、子どもたちと私たちとの引き離しによる悲劇を解

消し、離婚（別居）後の親子の絆を大切に維持し、育んでいくための道筋です。引き離された親子の絆

を取り戻すための、片親阻害対策についても視野に入れながら、まずは特別法制定のための1万人署名の

獲得と、国会での陳情・宣伝活動、新規会員の拡大、8月の集会・総会の成功など、私たちに出来る運動

を、確実に進めていきましょう。                                         

（親子ネット代表 河邑肇）  

最近の動向と方針確認 
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「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」の批准に係る国内法整備に関する要望書 
 
 平成２３年５月２０日に、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」の批准が閣議了承され、この条
約の批准に必要な関連国内法が整備されることになりました。そこで、特に喫緊の対応を必要とする返還拒否に
係る、連れ去り・引き離しに関連する国内法の整備・見直しについて、親子ネットの意見・要望を発表します。 
 
１．家庭内暴力（ＤＶ）の判断・運用の公正化 
 条約批准国から子どもを連れ帰った多くの日本人は、ＤＶ被害を主張しています。一方、アメリカ合衆国など
は、日本に子どもを連れ去った母親にＤＶ被害は認められなかったと何度も公式発表しています。 
 この見解の違いは、単純に我が国と欧米諸国とのＤＶの認定範囲と運用ルールの違いによるものです。我が国
では、ＤＶ防止法の対象に精神的虐待行為を含めているため、ＤＶの範囲が広く、且つ、具体的な影響・被害が
不明瞭です。                                             
 また、我が国のＤＶ防止法では、警察等の捜査機関による詳細な被害の確認が必要とされていません。そのた
め、虚偽や夫婦間のちょっとした諍いでも、一方が被害を申し出るだけでＤＶ防止法が適用され、子の連れ去
り・引き離しが認められます。                                       
 親子ネットにも、ＤＶや虐待を理由に、連れ去り・引き離しを受けている会員が多数存在します。中には、
「車での送迎を頼んだら、勤務時間中と言って断られた」「ドライブ中に、運転に集中して話しかけてくれな
かった」「出勤時に、子どもにキスをした」等をＤＶや虐待と言われて、何年も子どもと会えない会員もいます。 
 勿論、ＤＶ防止法は被害者を救うためのもので、真のＤＶ被害者は救済されなければなりません。しかし、上
記のような例が一方的にＤＶと主張され、なんら捜査・検証することなく、「言った者勝ち」で運用されている
現状を変える必要があります。警察等の捜査を導入して、ＤＶかどうかの判断を厳密に行い、親権・監護権獲得
の手段として安易に悪用されないようにすることが必要不可欠なのです。                  
 
２．連れ去り・引き離しを容認する我が国特有の考え方の見直し 
 ハーグ条約の批准に反対する意見の中には、「別居時に妻が子どもを連れて実家に身を寄せるのは、我が国特
有の風習である」というものがあります。                                
 我が国を始め世界１９３ヶ国が批准している、国連子どもの権利条約第９条1項は「締約国は、児童がその父
母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」、同条3項には「締約国は、児童の最善の利益に
反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及
び直接の接触を維持する権利を尊重する」と、子どもが父母の双方から愛情を受ける中で育つ権利を明記してい
ます。                                                
 残念ながら我が国では、一方の親の同意なき子どもの連れ去りを罰せず、連れ去りと同時に他方の親に子ども
を会わせないケースは極めて多く、「児童の権利条約」に明らかに違反していると言わざるを得ません。    
 片親との引き離しを受けた子どもは、「戸惑い、混乱し、激しく悩み、場合によっては、うつ状態になったり、
チックや脱毛など医学的身体反応を示す」と報告されています。引き離しを受けて成長する子どもは、自己肯定
感を持てず、根拠のない葛藤を抱え込んだり、他人との信頼関係を築きにくい傾向があるとも言われます。   
 片親疎外（Parental Alienation: PA）と呼ばれるこれらの症状は、日弁連子どもの権利委員会が「子どもの
虐待防止実務マニュアル」で定義した児童への精神的虐待の諸症状（強い不安や怯え、鬱状態、無感動無反応、
強い攻撃性、習癖異常等、日常生活に支障をきたす精神症状）とよく一致するものです。欧米諸国では片方の親
と子どもを引き離す行為は、誘拐や虐待として罰せられる場合もあります。                 
 同意なく子どもを連れ去り、親子を引き離す行為は、日本の文化・風習という問題ではなく、子どもにとって
も引き離された親にとっても明らかな人権侵害です。我が国でも、親子の引き離しを児童虐待の一つと見なし、
引き離し行為を許さない社会へと転換しなければいけないと考えます。                   
 
 江田五月法務大臣の答弁にもありましたように、私達は我が国の将来を担う子ども達に「両親が離婚しようと、
父親と子、母親と子の絆を断たない社会を作らねばならない」のです。それは、国際結婚の子でも、国内での結
婚の子でも、なんら変わるものではありません。ハーグ条約批准を契機に、我が国も欧米諸国並みに親子の絆を
断たない社会へ進むことを強く望みます。                                
 

平成２３年５月２５日 
親子の面会交流を実現する全国ネットワーク（親子ネット） 

 

ハーグ条約関連国内法整備に関する要望書を提出 

親子ネットでは、５月２０日の「ハーグ条約批准の閣議了承」を受けて、菅直人総理大臣、江田五月法務大臣、松本剛明

外務大臣に宛てて下記の要望書を提出すると共に、マスコミ各社にもその旨をお知らせしました。 
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 2011年4月28日に衆議院で、そして5月27日に参議院で

ともに全会一致で可決した民法の一部改正案は、その後

6月3日に交付されました。新聞各紙は、「親の虐待から

子どもを守るため、親権を最長２年間停止させる新制度

を柱とした民法改正案」とし、「改正案では協議離婚後、

子どもとの面会交流や養育費について、子どもの利益を

優先させると規定した」と報道しました。つまり、離婚

後の子の監護に関する事項を定めた民法766条が改正さ

れたというわけです。 

 では、この766条は実際どのように書き換えられたの

でしょうか。改正前後の法文を表に示します。文言から

は、第一項に「子の利益を最も優先して考慮しなければ

ならい」と明文化されているのが大きな違いでしょうか。 

 調停や審議を受けられた方の中には、調停員や裁判官

の口から、「お子さんの利益を一番に」「お子様の福祉

にかなった」といった言葉を聞いたことのある方もい

らっしゃるでしょう。今までは裁量の範疇だったものが、

法律に明文化されたのは、大きな前進だと考えられます。 

 では、「子の利益」とは何をさすのでしょうか？ 私

自身、調停員から「小さなお子さんはお母さんといるの

が最も利益にかなっているから」「会う回数を増やすと

お母さんのストレスになって面会交流が長続きしないか

ら」と言われた経験があります。あるいは「子どもが会

いたがっていないのだから、会わす必要がない」という

審判を下されたという話も非常によく聞く話です。これ

が今回の改正案の内容、つまり「子の利益」に相当する

のであるとすれば由々しき問題です。 

 これについて、衆議院本会議に先駆けて行われた衆議

院法務委員会で、自民党の馳浩議員が質問され、江田法

務大臣が答弁されていました。質疑応答の中で、馳議員

が「学問的に離婚後の親子の交流が一般論として子ども

の成長にプラスであるのに、それを知らない、認めるこ

とができないという親がわが国にはいかに多いか」「子

の監護に関して高いストレス状態にある（子の利益を冷

静に判断できなくなった）父母の意見に左右されること

なく、何が子の最善の利益かを客観的に家裁が判断する

ことが必要ではないでしょうか。これも本改正案の一つ

であると明言していただきたい。」と問うと、江田法務

大臣は「（父母が高いストレス状態であったとしても）

親と子というのは大切な関係ですから、面会交流を子の

利益のため、子の福祉のため是非実現するように努力を

しようということが家庭裁判所の調停、審判における方

向だとこの法律は示している。」と家裁への理解を求め 

 

どう変わる？民法 どう活かす？私たち 

ました。 

 江田大臣は同じ答弁の中で、現行法律の「その他監護

について必要な事項は、その協議で定める」の中にはそ

の意図が含まれているものと考えているが、今回はそれ

を明文化することで、「条項のここに書いてあります

よ」と指し示せるようにしたと話していました。つまり

これらの答弁でわかるように、日本は離婚（別居）後も

親と子の交流は必要なことである、という態度を明確に

したわけです。 

 また、「子の福祉」については、「引き離し」は子の

利益に対して著しく阻害するとして、監護親の決定につ

いて考慮されるべきとの答弁もありました。今回の民法

改正案には、この部分について明記されることはありま

せんでしたが、今後、私たちが家裁の現場で真の意味で

「子の利益」について問質すことは意義があるように思

います。 

 そもそも今回の民法改正は、児童虐待という切り口か

らメスが入った改正のため、私たちが求め続けてきた、

連れ去りを禁止する文言も、引き離しをした際の罰則も

示されてはいませんし、子どものいる夫婦の離婚に関し

て、親教育プログラムや養育計画書の義務付けもありま

せん。つまり、私たちの要望がすべて盛り込まれた内容

とは言えません。これらの足りない部分については、引

き続き特別法の制定を求めて活動を続けていくしかあり

ません。 

 特別法を求める活動を進めると同時に、今なすべき大

切なことは、「今回の民法改正では、どうせ何も変わら

ないよ」とあきらめるのではなく、このささやかではあ

るかもしれない変化を大きな潮流に変えてゆく、地道な

努力と強い決意が必要なのだと思います。 

 一国の法務大臣が、離婚後の面会交流は原則であり、

子の福祉に適うのだということ、そして離婚後も親子の

絆を絶たない社会を作っていくべきだと発言されたこと

は大きく、この民法改正の運用如何によっては、これか

らの日本における離婚後の親子関係についての意識改革

の第一歩になり得ると考えられます。 

 今回の改正民法がはやく施行され、江田大臣や最高裁

家庭局長が答弁されたように、各家庭裁判所がこの法改

正を誠実に受け止めて、一刻も早く現場での裁量に反映

されることを、まずは強く希望しています。 

そして、引き続き、特別法の制定を目指し、活動の歩み

を進めて参りましょう！ 

（オオタニ） 

 
改 正 前 改 正 後 

１．父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者 
  その他監護について必要な事項は、その協議で定める。 
  協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき 
  は、家庭裁判所が、これを定める。 
２．子の利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所は 
  子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当 
  な処分を命ずることができる。 
３．前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権 
  利義務に変更は生じない。 

１．父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会 
  及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必 
  要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して 
  考慮しなければならない。 
２．前項の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、 
  同事項を定める。 
３．家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、そ 
  の他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 
４．前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 
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 当事者の皆様であれば、国際離婚でなくとも、日本

も早期に批准すべきであると訴え、行く末を見守り続

けてこられたでありましょう「ハーグ条約」（国際的

な子の奪取の民事面に関する条約、「引き離し16号」

にて解説あり）について、菅内閣は、ついに、5月20日、

加盟を閣議了解しました。 

 

 私の好きな歌に「夜空ノムコウ」という曲がありま

すが、その歌詞に「あの頃の未来に僕らは立っている

のかな？」というフレーズがあります。 

 私が子どもと引き離され、ハーグ条約の存在を知っ

たのは2003年でしたが、はたして今回の「ハーグ条約

加盟」表明は、その2003年の頃に私が思い描いた未来

なのでしょうか？ 皆様にとってはいかがでしょう

か？おそらくその答えは共通で、危惧･懸念事項が拭い

きれず釈然としないままの加盟表明だと思います。 

 ではなぜ、何がそれほど危惧･懸念されるのか、それ

を私なりに考え詰めていくと、結局のところ日本人同

士で結婚し、国内で連れ去りや引き離しをされるケー

スと同様で、問題になるのは「子の福祉、子の最善の

利益」をどう捉えるかということに尽きるのではない

かと思うのです。 

 日本のハーグ条約加盟に当たっては、長きに渡り、

賛成派対反対派間で「子の福祉」論争が続いてきまし

た。賛成派は、「大人の都合で、子どもが父母双方と

自由に面会できない事態は解消すべきだ。また、親権

や面会権など子の養育に関する問題は、子が育った国

で判断するのが望ましい」との考えに基づき、ハーグ

条約加盟に賛成です。一方、反対派は、「家庭内暴力

を理由に子を連れて帰国した日本人親が、子を返還す

る義務を負う事態も想定され、子の福祉を害する恐れ

がある」としてハーグ条約加盟に反対してきました。 

 すでにハーグ条約に加盟している諸外国では、離婚

後の親子交流は、子の健やかな成長に必要であり、子

の最善の利益に適うとされてきました。この考えに私

も賛成です。今回の民法改正において、日本もその姿

勢を示しています。(3P参照) 

 一方で、「会わせないのが子の最善の利益」と主張

する意見は、私は理解ができません。これは私が引き

離された親だから抱く感情ではありません。実際には

失敗に終わりましたが、私は子どもの奪還を試みたこ

とがあります。もしあの時成功して、無事に子どもを

連れて一旦は帰国できていたとしても、私は、父親の

ことも大好きな子どものままに育て、父親側の家族か

らも愛され、自由に行き来ができる環境を子どもに与

えるつもりでいました。そうすることで、離婚は子ど

もには何の責任もないこと、何があっても自分は両親

から愛されていることを伝えたかったのです。それこ

そが、離婚や家庭崩壊という一大事の最中で、とかく

置き去りにされがちな子どもの心情に添うということ

であり、子の最善の利益だと思うのです。面会交流を 

 「ハーグ条約」ノムコウ  

頑なに拒否する親はしばしば、「子どもが嫌がってい

る」ことを理由にしますが、そこまで嫌がる子に育て

たのは誰ですか？と問いたくなります。 

 私がアートセラピーを勉強し始めた時、先生がこん

なことをおっしゃいました。「その人が描く絵には深

層心理が表れます。人は成長の過程で、主に親、そし

て、その他の家族や先生や友だちなどの影響を受けて

人間形成していきますが、心の偽り方や、自分をよく

見せる方法も親などから自然に習得するので、その人

が表出する言動は時に深層心理とは別のものになりま

す。でも、誰も絵の中で偽ったりよく見せる方法は教

えてはくれません。だから、絵には深層心理がそのま

ま表れるのです」と。 

 この話からも分かるように、子どもは、よくも悪く

も多大な親の影響を受けながら成長し、人間形成をし

ていきます。健全な環境ならば、父親と母親は、まっ

たく違う影響を子どもに与えることができ、国際結婚

の 場 合 は さ ら に 豊 か な 影 響 ( 英 語 で は こ れ を

“stimulation=刺激”という単語で表現します)を与え

ることができます。そう考えると、片方の親が、もう

片方の親の存在を奪ったり、蔑んだりすることは、子

どもの様々な機会を奪うことで、子どもの人権を蔑視

していることになります。表面では「会いたくない」

と言う子どもでも、きっとその子がアートセラピー手

法で描く絵には、一緒にいない親を悪く言われて辛

かった思いや、会いたいという深層心理が表れるので

はないかと思います。 

 ハーグ条約加盟に反対派の方々は、家庭内暴力が

あったケースを心配されていると前述しましたが、ア

メリカなどでは、過去に配偶者間のDVや子への暴力が

あった場合にも、加害者は刑事罰を受けるなど一旦厳

しく罰せられますが、更生プログラムの回復の段階で

徐々に監視付きなどで子どもに会い、親としての真の

愛情について理解を深めたり、子どもに会うことを励

みに更生できるケースもあるそうです。また、DVや虐

待を理由に現地で離婚裁判を起こした場合は、大抵の

ケースで、日本へ子どもを連れて帰ることに合意を得

られ、大手を振って帰国できていると聞きます。 

 

 政府はハーグ条約加盟を決めた以上、国際基準の

「子の福祉、子の最善の利益」を実践しなければなら

ないと思います。そしてそれは、日本人同士の結婚に

よって生まれた子にも同様に配慮されるべきです。 

  

-夜空のむこうにはもう明日が待っている-  

 

 ハーグ条約の向こうには、国際離婚で別れゆくすべ

ての親たちが、人生で最悪の事態にありながらも、子

の最善の利益が何なのかを最優先にきちんと話し合え

る、そんな世の中が待っていますように…。  

（鈴木裕子） 
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 私は2年半前に元妻と義父母による連れ去り別居を経

験しました。その約1年後に親子ネットに入会し、皆さ

んと力をあわせて活動をしてまいりました。2月に家裁

裁判上の和解離婚を行い、高葛藤の中、隔週2泊で親子

交流を続けています。（5歳長女・3歳長男） 

 また、15年ほど前から、日本コダーイ協会の事務局

として、活動をしていますので、それらをあわせてご

紹介したいと思います。 

 コダーイは作曲家、民俗学者、教育者として有名な

ハンガリー人です。日本でも、子どもの健全な発育を

願って、日本独自の民族のアイデンティティを育むた

めの活動をしています。 

 NPO法人は、これに伴う音楽の繋がりから、子ども家

庭支援センターの副所長を経験した方、障害児の親と

して執筆活動をしている方、保育士をしている方、あ

るいは障害児をもつ普通の会社員達を中心に、子ども

たちが豊かに成長していける社会を目指して、平成22

年9月に、「保育支援センター」として設立されたもの

です。 

 活動は、子どもたちのために保育の質を保つことを

目的とし、保育士さん達を支援するために、講習会の

開催や相談を受けるという内容です。 

 具体的な例をあげると、 

(1)保育士さん向け講習会：「現場の保育士さんは、子

どもの相手以外にも報告書がたくさん」→実は親、園

長、市町村などへの報告は、やりかた一つで効率がよ

くなります。日々子どもを見て、気付いたことをこの

ようにメモしておくだけで、結果、子どもの相手をた

くさんできるようになります。さらに、同僚の方との

意思疎通もやりやすくなっていきます。講習会ではこ

のようなノウハウを公開しています。 

(2)「わらべうた」指導法講習：平安時代から続く日本

の伝承文化「わらべうた」を保育士さん達に教えてい

ます。子どもたちは、とてもよく遊びながら歌います。

仲間と遊ぶことは、お友達の手を握ったり、役割交代

したりをしているうちに、音楽、リズムばかりか、空

間認識能力、バランス感覚、相手を思いやる心、社会

性が育つと言われています。遊び方を保育士さんが覚

えれば、あとは繰り返すだけで、自然に子どもたちが

大好きなわらべうたで遊ぶようになります。 

  

 最近の保育園は、CD、オルガンなどを利用して、子

どもが歌えていなくても構わずに音楽を流しています

が、本当は、音そのものを大切にする文化が日本には

あるのです。わらべうたに積極的な保育園には、オル

ガンがなくても子どもたちは、とても綺麗な音程で、

皆で歌を歌うのです。 

 保育サポート事業を興して  

 子どもたちの成長が、これら環境ばかりでなく、両

親からの愛情を十分に受けることが必要であることも、 

親子ネットの皆さんは、よくおわかりと思います。と

ころが、子どもの心を無視して引き離しを行う理不尽

な出来事、事件が次から次に起こっています。理事達

で話しあった結果、法人の活動として、子どもを両親

との交流を保つための支援活動も、子どものためとい

う同じ目的であるため、法人の活動に据えることにな

りました。具体的には、次の活動を行っています。 

(1)面会交流サポート：ご両親の了解のもと、お子さん

が両親との交流を保てるよう、親子交流受け渡し支援 

(2)相談サポート：連れ去り別居初期や、調停、裁判で

途方に暮れている段階の方のサポート 

(3)裁判所への意見書提出：裁判官向けに、両親との交

流の大切さを訴え、十分な親子交流が保たれるよう第

三者機関として、具体的に、親子交流実現に向けての

方策を提案 

(4)和解カウンセリング：裁判外の和解によって、お子

さんのために十分な親子交流を約束するようカウンセ

リング 

(5)共同養育計画の策定支援：アメリカの例を参考に、

日本向けに受け入れられる内容の共同養育計画を提案

し、実行への支援を行うサービス 

 実質的には、カウンセリングを業務としている2名を

中心に、離婚経験者であるスタッフや、引き離され体

験のある私が、可能な限りの支援を行っています。 

 実績は(1)から(3)であり、現在、(4)と(5)の実施へ

向けて準備をしています。料金等詳細は、下記のホー

ムページをご覧ください。 

[http://www.hoikusupport.com] 

 まだまだ日本では、別居・離婚後の親子交流は進ん

でおりません。私を含め、日本全国で苦しんでいる、

お子さんと十分に会うことの出来ない方の支援を続け

ながら、人々のこの問題に対する無知が解消し、親子

交流のために、別居・離婚後も両親が協力することが

必要だという認識が広まっていくことを願っています。 

（横田明弘） 

 

執筆者紹介： 

 親子ネット会員、NPO法人保育支援センター副理事長、 

 日本コダーイ協会事務局、会社員 
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 忙しい仕事の部署に変わり、今までの育児と仕事の

両立が難しくなり、睡眠時間を削りながら働き続けた

結果、軽いうつ状態に陥った私は、このままではだめ

になると思い精神科を受診しました。その日から、妻

は子ども達を実家に連れて戻り、父親と子ども達の引

き離しが始まりました。その結果、毎週、土日に子ど

も達とキャッチボールをしていた生活が一変しました。 

 調停で面会交流を申し出ても、妻は、約束の公園に

子ども達を連れては来ますが、車に鍵をかけ、数セン

チ窓を開けたり、車から降りてもすぐに子ども達の手

を引いて連れ去ってしまったりすることが続き、授業

参観では、妻の両親が常に私を見張っていて、私が子

ども達に少しでも近づけば、妻やその両親が子ども達

の前に立ちはだかりました。子ども達が仲の良かった

私と少しでも会話すれば父親と子ども達の絆が回復し

てしまう恐れがあったためでしょう。そのような環境

の中で、子ども達は、校内マラソン大会でも、私の前

を通り過ぎる時、顔を背けて走り抜けるようになって

いきました。私の心の支えは、引き離しが始まるまで、

二人の子ども達としっかりかかわってきたという自負

であり、父親と子ども達の引き離しを受けている期間

中ずっと、子ども達にどんなに無視されようが、子ど

も達を信じようと思い続けました。 

 最初の面会交流の審判では、妻が「私は父親に会わ

せようとしているのだけれど、子ども達が嫌がってい

るので」と自分の気持ちを子ども達の気持ちにすり替

え裁判所に訴えたために、引き離しをしている妻が、

子供に会わせようとしている常識的な人物と判断され

てしまい、母親付き添いの面会交流という裁定になり

ました。しかし、母親が付き添えば、子ども達が本当

の姿を見せることはできないと思い、面会交流の様子

を遠くから撮影したビデオ（子ども達はお父さんの

ボールの投げ方を見ているのに、その子ども達の手を

引いて連れ去る母親の姿が映っていました。）などを

証拠提出して、抗告しました。東京高裁の決定では、

１回目の面会交流のみ母親が付き添うが、２回目以降

は付き添いは許さないという決定でした。 

 決定が出て、面会交流がスムーズにいくと期待して

いましたが、その後も、子ども達と長期間会えなかっ

たブランクと妻からの引き渡しの際の抵抗に悩まされ

ることになりました。 

 初回は母親が付き添った面会交流で、円滑に面会交

流を進めるためＩ弁護士にも付き添っていただきまし

た。子ども達はあった途端に母親にしがみつき、「帰

る」と繰り返しましたが、Ｉ弁護士が母親と子ども達

を離し、父親と子ども達三人だけにしてくれました。

二年半ぶりに誰にも邪魔されない、子ども達と私三人

だけの時間となりましたが、子ども達は私の話を聞け

る状態ではありませんでした。 

 子ども達との会話こそありませんでしたが、Ｉ弁護

士の手助けもあり、「気持ちをボールに込めてくれ」

とキャッチボールをした瞬間に子ども達は緊張から解

き放たれ、笑顔になってボールを私に投げてくれまし

た。しかし、帰り際に母親が、「お父さんと遊ぶと新

しい物を買って遊んでくれるから楽しいね」と嫌みな

口調で言うと、子ども達は、「楽しくなかった」と答

えたのです。笑顔でキャッチボールをしていた子ども

が、「楽しくなかった」と答えることに、母親の強い

マインドコントロールを感じましたし、父親と子ども

達のキャッチボールを観察していた母親は、子ども達

の笑顔を見て危機感を感じたのでしょう。次の面会交

流は、母親の付き添いがなく２時間の面会交流だった

ので、母親の抵抗が激しくなりました。 

 ２回目は、便利屋さんに立会人を頼み、約束の時間

に待っていましたが、現れたのは母親だけでした。子

ども達は車の中におり、母親は「お父さんと会うのを

嫌がっている子ども達を見てください」と言ったので

す。Ｔ弁護士に至急で確認した上で、私は駐車場の中

で毛布を頭からかぶった子ども達を見ました。Ｔ弁護

士に「母親の車に乗って出かけなさい」とアドバイス

を受けたので、車に乗って母親から車のキーを預かろ

うとすると、子ども達は車から降りてしまいました。

その後、母親と話し合いを試みていると、突然母親が

その場からいなくなりました。私は、子ども達に「お

母さんは約束を守ったよ」と言い、私の車に乗せると

すんなり乗り込んできました。すでに面会時間は１時

間しか残っておらず、この日は近くの公園で少し遊ん

だだけで終わってしまいました。面会後の引き渡しで

は、私と立会人は母親から暴言を浴びせられ、便利屋

さんからは、次回の立会人を断られてしまいました。 

 私が、途方に暮れていたとき、Ｔ弁護士の仲介で親

子ネットのＦさんを紹介されました。私は、初めて子

ども達と引き離されている私と同じ境遇のＦさんと

メールや電話で話をしました。Ｆさんは、快く面会交

流の立会人を引き受けてくれました。私は、Ｆさんと

話すことにより、同じ苦しみを持っているのは自分だ

けではないことを知り、今まで一人で抱え込んで、職

場でも親友と呼べる友達以外には話せなかったことを

Ｆさんに話しました。ＦさんとＴ弁護士が共通なこと

もあり、面会交流で何かあったら、ＦさんがＴ弁護士

に連絡をする協力体制も確認し、３回目の面会交流に

望んだのです。 

 私とＦさんが待合い場所で待っていると、母親と子

ども達がやってきました。母親の後ろからついてきた

子ども達を引きとろうとした瞬間、子ども達は違う方

向に走って逃げてしまいました。私が一人を捕まえた

ら、母親はその様子を写真に撮っていました。立会人

のＦさんが、もう一人の子供を連れてきて、私に預け 

面会交流体験談                             

       心のキャッチボール  
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てくれました。そしてＦさんが、母親を私や子ども達

から離してくれました。子ども達は私の車に乗ること

を抵抗していましたが、Ｆさんが、「お母さんは、も

ういないよ。４時に迎えに来るよ」と言うと、安心し

て車に乗ってきました。準備しておいた子ども達の好

きそうなアニメのＤＶＤを車の中で視聴させながら、

野球のできる公園に車を走らせました。子ども達は、

アニメに夢中になり、母親の呪縛から解き放たれてい

くのが分かります。この日は、広場で子ども達と３人

で野球を楽しみました。子ども達も少しずつ笑顔を見

せ、父親とのキャッチボールを楽しんだ様子でした。 

 私の持ってきたビデオカメラやデジタルカメラにも

興味を示して一緒に撮影し、お昼にはショッピング

モールで食事をしました。学校での生活についての質

問にも答えてくれました。約束の時間に待ち合わせ場

所に子ども達を連れて行くと、顔をこわばらせた母親

が待っていて、引き渡しの時に多少ごたごたもありま

したが、子ども達と３人で５時間近く過ごせたのは一

歩前進でした。次回もＦさんにサポートをお願いする

ことにしました。 

 ４回目の面会交流では、前回のように子ども達が

走っても道路に飛び出さないようにＦさんと二人で道

路側をふさぐように待ちました。母親に連れられて約

束の時間に現れた子ども達は、私が「野球をしにいこ

う」と誘うとすんなりついてきました。Ｆさんに母親

と話をしていてもらい、私と子ども達は車で出かけま

した。この日は、野球をする前にホームセンターで軟

式のボールを買い、そのボールで野球をしました。

ちょうど私の弟も休日だったので、子ども達と４人で

キャッチボールをし、その後は私の実家の鯉のぼりを

片付けたり、バッティングセンターに行ったりと有意

義な７時間を過ごすことができました。子ども達も、

「今度は９０ｋｍのボールを打つぞ」ととても満足し

ていました。しかし、バッティングセンターからの帰

り道、母親が待つ約束の場所に車が近づくと子ども達

の表情はこわばり、私との会話もぎこちなくなってい

きました。母親もこわばった顔をして子ども達を迎え

いれたのです。 

 ５回目の面会交流もＦさんに立会人をお願いしまし

た。今回もすんなり引き渡しがうまくいけば、Ｆさん

には待ち合わせ場所から少し離れた場所にいていただ

き、立会人抜きの面会交流に移行していこうと考えて

いました。しかし、前々回と同じように子ども達は、

走り出してしまいました。私は、前回の面会交流の実

態から、今回は子ども達が走り出すと思わなかったの

で不意をつかれてすぐに捕まえることができませんで

した。子ども達は、鬼ごっこをするかのように笑顔で

２００ｍくらい離れた駐車場まで走って行きましたが、

行き止まりだったため、捕まえることができました。

すると、母親が来て、子ども達の手を掴んでいる私の

写真を撮り始めました。Ｆさんが間に入って撮影を防

いでくれましたが、何枚かは撮られてしまいました。

Ｆさんは、母親を私と子ども達から離してくれ、子ど 

も達も母親の姿が見えなくなると手の力を抜き、私の

車までついてきました。母親の前では、父親に抵抗す

る姿を見せなくてはという子ども達の防衛反応なので

しょう。頑張って逃げたけれど、父親に捕まったとい

う場面を母親に見せること、あるいは、無理矢理に子

ども達を連れていく父親の証拠の写真を撮るために父

親から逃げるよう言われたのかも知れません。子ども

達に確かめることはできませんが、いつか子ども達か

らこの時のことを話してくれる日が来るでしょう。こ

のような態度をとった子ども達も、車の中でDVDを見れ

ばすぐに母親の呪縛から解放され、笑顔を見せて野球

をし、Wiiをすれば跳び上がりながら満面の笑顔で遊ん

でいます。 

 お父さんとお母さんの一番大切な宝なんだというこ

とを子ども達に分かってもらいたいので、私は母親の

悪口だけは絶対言わないと決めています。私と子ども

達の心のキャッチボールはまだ始まったばかりですが、

回数を重ねていくことでいつかきっと心の会話に結び

ついていくと信じて面会交流を続けていきます。いつ

か、２年半のブランクが埋められたと私と子ども達が

思える日まで……。 

（桜井 省吾） 

 

 
「離婚後の共同養育を求める」署名について 
 
すでに、引き離し17号でお知らせいたしましたように、昨年９
月の集会アピールを基にしました「離婚後の共同養育を求
める」署名は、３月末日の第２次締め切り時点で約６，５００
筆となり、その後も皆様からのご厚意の成果が積み上げら
れている状況です。 
当初は、６月の国会閉会を睨んで、５月中旬には提出する
ことを目指しておりましたが、３月の大震災とその後の原発
事故の対応が国会の中心議題となっている現状から、運営
委員会で協議の結果、次期国会に提出することに決定しま
した。 
提出までにいくらかの時間的猶予ができましたので、さらに
締め切りを７月末日まで延長して、当初目標の１０，０００筆
を目指すことになりました。 
 
会員の皆さん！ぜひとも，１０，０００筆の束を国会に提出し、
多くの議員の先生方に、当事者の苦しみ、そして市井の声
を届けようではありませんか。 
ご協力をよろしくお願いいたします。 
 
署名送付先： 
 〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオＺ 
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 5月中旬の夕方、水戸家裁支部において、担当裁判

官から「原告から請求放棄の書面が出ました。被告の

勝訴です」との宣告があり、３年に及ぶ裁判所を舞台

とした私の戦いが幕を閉じました。訴訟放棄という手

続きの法定義上は完全勝訴ですが、判決文のない、引

き離しの継続だけが残る悲しい終結でした。 

 

 結婚当初から依存性が強く、私の勤務時間中でも車

での送迎を依頼する電話を掛けてくる、断れば実家へ

帰ってしまうという女王様のような妻でしたが、子ど

もも生まれ、家族３人で平凡な生活を送っていました。

それが、平成20年4月6日の夕方に、迎えに来た義母と

叔母の車で母娘で家出し、翌日の始業式の日には娘は

強制転校させられました。7月からの東京家裁での円

満調停、その後には婚費、面交、離婚調停と回数だけ

が繰り返されましたが、相手方弁護士が要求だけを繰

り返し、まったく話し合いになりませんでした。調査

官が私たち夫婦と娘の面接を行い、「この夫婦にはＤ

Ｖはない」「面交に何の支障もない」と報告し、試行

面接も準備されましたが、うまくいきませんでした。 

 21年9月に妻から離婚訴訟が提起されましたが、分

与と慰謝料の要求額が尋常でない上、引き離されてい

ては親権・監護権は取れないと判断し、離婚拒否とし

ました。また、訴状に「親権・監護権を求め、面交は

認めない」と書かれていましたので、訴訟中の面交は

無理と考え、「面交に問題なし」との調査官の報告を

確定させるために、面交調停を取り下げました。 

 21年10月からの裁判は、何が出てくるのか最初こそ

緊張しましたが、正に噴飯ものの内容でした。訴状に

は、「精神的ＤＶの結果、頭痛が酷くてＭＲＩを受

診」「子守りを任せたら、娘が病気」等と書かれてい

ましたが、満足な証拠は何一つなく、答弁書で「診断

書を提出せよ」と指摘したところ、以後の書面からは

これらの被害内容は一切消え去りました。裁判官に書

き直しを命じられ、準備書面で妻側が再度主張したＤ

Ｖは、「ドライブに行く時に、運転に集中して話しか

けてくれなかった」「許可なく娘の運動会を見に来

た」などでした。お馬鹿じゃないの!? 

 弁論準備の初期には、訴訟内容に疑問を感じていた

様子の裁判官が「日時も限定されていない、被害もな

い内容で本当に争うのか？」と呆れ顔で質問すると、

相手方弁護士が「それを判断するのが裁判官だろ！」

「被告には浮気も暴力もないから、細かなことを積み

上げるしか方法がない！」と怒鳴って応酬する始末。

裁判官は「非暴力行為がＤＶである基準、さらに離婚

有責となる基準を示せ」と要求しましたが、相手方弁

護士が出した回答は「身体的暴力と同等の影響を及ぼ

すもので、軽微なものは除く」という定義だけで、有

責規準が明らかになることはありませんでした。 

 このやり取りで、法的には有責離婚にならないだろ

うと分かりましたので、その後は「破綻していない」 

ことの証明に力を注ぎました。娘が小学校に毎日提出

していた日記帳が残されていましたので、その内容を

拾って家族の平和な生活を証明すると共に、家出後も

妻との間で交わしていた1000通を越えるメールの内容

を提出しました。第１回期日前夜には「パパと子育て

がしたかった。話し合いが出来てそうなればいい」と

いうメールが来ていたことも（不思議としか言いよう

がありませんが）破綻していない証拠としました。 

 昨夏頃からは、相手方代理人から「原告が精神病で

打ち合わせができない。本人尋問を取りやめにして欲

しい」と言った発言が続きましたが、「財産分与の相

談は可能」「仕事も子育ても問題ない」という発言に、

裁判官から「精神病だと言うなら、子どもの監護が心

配である」との意見まで出るようになりました。実際

には、明らかな証拠の矛盾が判明し、私が強く指摘し

ていたことなどから、本人尋問と判決を回避するため

だったのでしょう。そして、今年３月の期日には、裁

判官から相手方に「取り下げる気はないの？」と引導

を渡す発言があり、４月期日で「次回期日を持って訴

訟を放棄したい」との申し出となりました。    

 放棄書を受理して、裁判官は「最初からおかしな話

だった」「モラルハラスメントについて勉強してみた

が、何か違う。被告の行為には悪意がない」そして

「自分の出した裁判の継続もできない精神病と自ら認

めているのだから、娘さんの監護者変更を申し立てた

らどうか？」と講評してくれました。    

 

 「法律の不備」や「裁判所の限界」を言うのは容易

いですし、それも事実でしょう。でも、私自身の事例

で言えば、弁護士の資質こそが一番の問題ではないか

と思います。気障な言い方をすれば、相手方弁護士に

法曹人としての倫理観と人間愛があれば、こんな結末

にはならなかったでしょう。妻自身が「離婚する気は

ない」と言い続けた調停期間中に、「ＤＶ野郎が待ち

伏せする」といった電話を私の職場の総務にまでかけ

てくるなど嫌がらせを繰り返し、そして離婚訴訟では

親権・監護権を求めていた妻の精神病を持ち出して訴

訟放棄するなど、クライアントの利益の欠片すら考え

ない、金目当ての悪質な行為と言うしかありません。 

 完全勝訴でありながら、引き離されたままの私と娘、

取り下げとは異なり訴訟記録が全て有効保存されるた

め、公文書に精神病が生涯明記され続ける妻、家族の

中に誰一人勝者がいない不可思議な裁判が終了して、

今はとても虚しい気持ちです。     

 たとえ法律が変わっても、裁判所が変わっても、最

後は当事者とそのサポーターとしての弁護士に懸かっ

ているのです。共同養育を目指して「親子新法」を実

現させるのは勿論ですが、それだけではなく、弁護士

倫理を罰則で縛ることも考えなければいけないと強く

感じています。    

                           （印旛一帆） 

 勝者なき勝訴 「とんでもＤＶ離婚裁判」顛末記  
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 今回は2歳児ではなく4歳の女の子です。女性が離婚
を決意すると、その気持ちを変えることは難しいとい
われます。でも、思いのより強い人が物事を実現する
力を持っているのだと、この4歳児に教えられました。
家族の危機に、この4歳の女の子がキューピットの役割
を果たしたのです。 
 本件は、夫の浮気をきっかけに妻と4歳の長女、0歳
の次女が他府県の実家に戻る形で別居になり、さらに
妻は夫のDVを主張し女性センター等に相談、妻の実家
も妻をかばい取り付く島もない状態から、4歳の長女の
強い想いが家族再生につながったケースです。 
 夫は、浮気を反省し、なんとかやり直したいと願い、
何度も話し合いの機会を持とうとしましたが、妻の両
親は会わせることを拒否。しかし、妻とメールでのや
りとりはかろうじて可能でした。夫は、ことのほか長
女を可愛がっており、メールで妻の了解が得られれば、
週に１回程度、電話で長女と話をすることができまし
た。長女が「家に帰りたい」というたび、夫の胸はつ
ぶれそうなくらい苦しくなり、直接会わせて欲しいと
懇願するも、妻は「（夫が）帰った後子どもに泣かれ
て大変だから、私がつらいから」「どうせ離婚するの
だからそういう躾をしていく、会わせたくない」と言
い、事態はなかなか好転しませんでした。話し合いが
できないことから、夫は夫婦円満調停を申立て、調停
での話し合いに備えていました。 
 別居から３ヶ月程たったとき、長女がどうしてもパ
パの家に泊まりたいと言うので、妻がしぶしぶ応じて、
長女を夫の暮らす自宅に泊まりで連れていってもよい
という話になりました。夫は、長女が自宅に戻れば、
妻との話し合いができると考え、急いで円満調停を取
り下げました。長女は会うなり「ずっと会いたかった
よ、パパ大好き！」と飛びついてきました。夫は胸が
いっぱいになり、長女を妻に返したくないという思い
を強く持ち、夫の両親に何度も相談しましたが、その
結果、長女を巻き込むことはよくない、長女は勘の鋭
い子だから、こちらが返したくないと思っていること
を悟られると、長女を苦しめることになるのでそれだ
けは避けようということになりました。 
 長女との生活が始まってから、夫は毎日長女の幼稚
園のお弁当を手作りして妻に写メールで送り、食事も
夫自ら栄養のバランスを考えて作り、仕事をし、洗濯
や掃除も行いました。その合間に、児童心理学の本、
料理の本などを読み、睡眠時間は平均３時間になりま
したが、長女との生活はとても充実していました。い
よいよ、妻に長女を引き渡す日になりましたが、長女
は激しく嫌がり、妻がどのように説得しても長女は全
身で拒絶したので、妻はしぶしぶ、長女が自宅に残る
ことを了承しました。話し合いに応じなかった妻も、
長女に会うために自宅に来るようになり、その時には、
近所の人や幼稚園の友人が、妻に戻ってくるように説
得してくれました。そして別居から６ヶ月後、妻は次
女を連れて戻ってきました。  
 長女の強い思いが、家族を再度結びつけた忘れられ
ない事案です。                  

 （阿部オフィス代表） 

 

ずっと会いたかったよ、パパ大好き！  
             阿部 マリ 
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【手帳にメモして】 
 

■ 親子の面会交流を実現する全国ネット
ワーク 定例会 
問合せ：TEL&FAX 047-342-8287 
■ 親子ネットＮＡＧＡＮＯ相談会 
日時：毎月第3土曜日 13:30～16:30 
※変更の際は事前にブログ等で告知。 
場所：親子ネットNAGANO事務局（長野県
白馬村）または電話相談（スカイプ対応）も
可能。出張相談所の開設も可。 
相談料：無料。ただし、運営協力費として１
時間1,500円、１時間を超える場合は１時間
毎に500円の加算、子どもからの相談は運
営協力費は不要。 
※24時間前までに予約をお願いします。 
問合せ：kodomokenri@gmail.com 
■ 我が子に会いたい親の会 第5回公開
勉強会 被災地における離婚後の親子たち 
～子どもの最善の利益の観点から、どのよう
に向き合うか  
 7月9日(土)14:40～16:30（14:00総会） 
場所：みやぎNPOプラザ（榴ヶ岡）第一会議
室（宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡5番地 
TEL：022-256-0505）   

■ くにたち子どもとの交流を求める親の会

定例会 

自助活動:毎月第1木曜日19:00～ 

会議：毎月第3木曜日 19:00～ 

場所：スペースF（国立市中3-11-6） 

問合せ：042-573-4010（スペースF内） 

■ SOS!会えない親子のホットライン 

別居･離婚で子どもに会えなくなった親、親

に会えなくなった子どもの相談に応じます。

相談無料,秘密厳守。 

日時：第3木曜日 19:30～21:30 

問合せ：042-573-5791（くにたち子どもとの

交流を求める親の会） 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

【活動日誌】 
 

5/ 7 親子ネット運営委員会 
5/10,11,23,24 国会議員への陳情活動 
      （親子新法連絡会） 
5/21 親子ネット定例会 
6/11 親子ネット運営委員会 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 【マスコミ】 
 

4/25 『子どもの連れ去り問題 日本の司法 
  が親子を引き裂く』 コリンP.A.ジョーンズ著 
  （読売新聞書評） 
4/27 ハーグ条約加盟で調整 来月決定、サ 
  ミットで表明目指す―政府（朝日新聞、 
 時事通信） 
4/28 ハーグ条約加盟へ調整 子ども連れ 
 帰り防ぐ（日本経済新聞） 

6/ 7 ファイル：ハーグ条約、国内法整備を諮 
 問（毎日.jp） 
6/ 9 これが言いたい：ハーグ条約締結 問題 
  の放置は許されない＝弁護士・大谷美紀子 
  （毎日.jp） 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

【編集後記】 
 

 巨大地震、大津波、原発事故、そして計画
停電や交通、流通の混乱など、この３ヶ月間
は、本当にいろいろなことがありました。 
 3月11日の出来事を、一生忘れることはない
でしょう。宮城、岩手、福島の３県に較べれば
小さな被害ですが、私の住む茨城県も被災
地に指定される被害を受けました。３ヶ月経っ
た今でも、職場には通行禁止や出入り注意の
建屋がありますし、道路には至る所に段差が
残り、いまだに再開できない店舗も見られます。 
 そんな中でも、３月の裁判期日が地震の数
日前だったこと、４月、５月の２回の期日が予
定通り進んだのは幸運でした。裁判結果は、
解決のない終結となり、引き離しは継続です
が、地震の後に３年ぶりに回復した電話での
「解決したい。娘にも会わせたい」という妻の
発言を信じて、新たな模索を始めています。
精神疾患の可能性が明らかな妻から娘を取り
戻すのは、法的には可能でも、不測の事態を
考えると大きな不安があります。奪い合い、取
り戻すのではなく、共同養育へと向かうのが、
娘の健全な成長のためにも、妻の精神の安
定のためにも良いのではないか、そのために
は、葛藤を如何に低下させ、お互いに娘を相
手に預けることを不安なく行えるようにするか
がこれからの課題だと思っています。 
 先日、書店で1冊の本を見つけました。
「3.11世界中が祈りはじめた日」という、大震
災後にネット上に流れた世界中からの励まし
の言葉を集めた本です。いろいろな暖かい言
葉が並んでいる中で、大震災被災者だけでな
く、私たち引き離し被害者の心にも響く、示唆
深いメッセージとなる言葉が目に留まりました。 
 「人は奪い合えば足りないが、分け合うと余
る」という言葉には、私たちが求める共同養育
を成功させるために忘れてはいけない鍵があ
るように思います。  
 「夜の暗闇が深ければ深いほど、夜明けは
間近だ」、「誰かに頑張って欲しいと願うなら、
100回「頑張れ」と言うよりも、自分が1回頑
張った方が伝わる。私たちが頑張ろう」という
言葉には、私たちの苦しみもいつかは必ず終
わるという希望と、そのために何を為すべきか
が書かれているのではないでしょうか。 
 ハーグ条約の批准、そして国内法の整備。
夜明けが近いことを信じて、署名でも、募金で
も、陳情でも、できることを着実に進めていこう
ではありませんか。 

            （印旛一帆） 

4/28 民法改正、虐待防止のための親権一 
  時停止、今国会で成立へ（日本経済新聞） 
5/10 日本に子供連れ帰り、元妻に５億円弱 
  支払い命令（読売新聞） 
5/12 ハーグ条約加盟、２０日に閣議了解＝ 
  首相サミットで表明へ（朝日･日本経済･毎 
  日･読売新聞、時事通信、産経･NHKニュ 
  ース） 
5/14 ハーグ条約加盟へ国内法骨子案NHK 
  ニュース） 
5/15 子の返還、暴力証明で拒否 ハーグ条 
  約で新法骨子案（日本経済新聞） 
5/18 「中央当局」は外務省＝ハーグ条約 
  （時事通信） 
5/19 ハーグ条約加盟方針 国際離婚の子連 
  れ帰りを規制、菅政権（朝日新聞1面）;政 
  府、ハーグ条約加盟を決定 首相Ｇ８で表 
  明へ（共同通信）;政府、ハーグ条約加盟を 
  決定 窓口は外務省に（産経経済新聞）;ハ 
  ーグ条約、加盟方針を決定＝政府（時事 
  通信）;ハーグ条約加盟方針、関係閣僚会 
  議で決定 首相、サミットで米仏に伝達へ 
  （日本経済新聞）;ハーグ条約：法務省が来 
  月にも国内法整備諮問（毎日新聞） 
5/20 ハーグ条約 法整備検討諮問へ（NHK 
  ニュース）;ハーグ条約に加盟するのであれ 
  ば関連法の整備を厳密に行うべきでは？ 
  （Newsweek JAPAN）;ハーグ条約：加盟方 
  針を閣議了解 DV、虐待児返還は拒否（毎 
  日.jp）;国際結婚破綻後の子巡るハーグ条 
  約加盟を了解（読売ONLINE） 
5/21 ハーグ条約：閣議了解「ルール確立 一 
  歩前進」「子供の福祉に合わぬ」 否定意見 
  も（毎日.jp） 
5/22 菅内閣、ハーグ条約加盟方針を閣議 
  了解（CNN） 
5/23 私たちの「親権」どうなる“国際離婚”は 
  子の連れ帰りできない。では（AERA）;子の  
  監護のために待たれる日本の議論(英文)  
  (Japan Times);ハーグ（子の監護）条約批准 
  後のより深い日本の議論に期待（英文） 
  （Japan Today）;ハーグ条約加盟 子供の利 
  益を前提に（毎日新聞社社説） 
5/25 日本への不信感噴出＝子の連れ去り 
  で公聴会－米下院（時事通信）;日本のハ 
  ーグ条約加盟 米国人父親が公聴会で要 
  求（テレビ朝日） 
5/26 米国務省顧問「ハーグ条約、早期批准 
  を」日本などに呼びかけ（日本経済新聞） 
5/27 米国在住の父の国外面会義務づけ子 
  供引き渡し審判で神戸家裁伊丹支部（産 
  経新聞）;民法等改正案を可決 井上議員 
  周知を求める（しんぶん赤旗）;父子の国外 
  面会認める 神戸家裁伊丹支部 年30日「ハ 
  ーグ」先取り（毎日新聞） 
6/ 2 記者の目：「ハーグ条約」加盟の方針決 
  定（毎日新聞） 
6/ 6 ハーグ条約：加盟へ法整備を法制審 
  に諮問 江田法相（毎日.jp） 
 

親子の面会交流を実現する全国ネットワーク 会員募集 
 

私たちは、離婚しても離れて暮らす親子が普通に会えるように、共同親権や、面会交流の法制化を求めています。また、交流を絶たれている親子の面会が
実現するように、裁判所の運用の改善や、親子面会交流への支援を求めて活動しています。双方の親に子どもを養育する権利があり、子どもには双方の親
から養育を受ける権利があります。親同士が一緒にいても別れても、それは変わりません。私たちは、共同親権法制化を目指して、地方議会への陳情や請
願、司法や国会への働きかけ、情報交換を行っています。また、親子の交流を絶たれた当事者に情報提供を行っています。ホームページやブログの運営の
他、会報「引き離し」を隔月で発行しています。一緒に活動してくれる仲間を募集しています。ぜひ親子ネットにご参加ください。 

         

〒270-0027 千葉県松戸市二ツ木95 スタジオＺ  TEL&FAX： 047-342-8287  e-mail：  info@oyakonet.org 
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